
船舶事故等調査報告書 

平成２１年１０月１日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２００９門第１０１号 

事故等種類 乗揚 

発生日時 平成２１年６月１３日 ０８時４０分ごろ 

発生場所 関門港門司区片上岸壁付近 

（概位 北緯３３°５５.６５′ 東経１３１°５６.５′） 

事故等調査の経過  平成２１年７月２日、本事故の調査を担当する主管調査官（門司事務所）

を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

貨物船 第十八妙 見
みょうけん

丸、１９９トン 

 １３２１３９、個人所有 

 乗組員等に関する情報 船長、五級海技士（航海） 

 死傷者等 なし 

 損傷 プロペラ翼２枚曲損 

 事故等の経過 本船は、４人が乗り組み、空倉のまま、船首約０.８ｍ、船尾約２.２ｍ

の喫水で、関門港門司区片上岸壁から離岸を開始した。前後進していたと

ころ、平成２１年６月１３日０８時４０分ごろ、岸壁付近の捨石にプロペ

ラが接触した。 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 北西、風速 ２～３m/s 

海象：潮汐 上げ潮中央期 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

あり 

なし 

なし 

本船は、離岸作業中、船尾方に捨石が存在してい

ることを知っていたが、接近した可能性があると考

えられる。 

原因 本事故は、本船が関門港門司区片上岸壁において離岸作業中、船尾方の

捨石に接近したため、捨石に乗り揚げたことにより発生した可能性がある

と考えられる。 

 




